
 
令和６年８月３０日 

 

令和７年度の財政投融資計画要求書 

（機関名：株式会社海外需要開拓支援機構） 

 

１．令和７年度の財政投融資計画要求額

（単位：億円、％）

金額 伸率

(1)財政融資 － － － －

(2)産業投資 100 90 10 11.1

うち 出　資 100 90 10 11.1

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

100 90 10 11.1

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和７年度
要   求   額

令和６年度
計   画   額

 

２．財政投融資計画残高 

（単位：億円、％）

金額 伸率

(1)財政融資 － － － －

(2)産業投資 1,426 1,326 100 7.5

うち 出　資 1,426 1,326 100 7.5

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

1,426 1,326 100 7.5

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和７年度末
残高（見込）

令和６年度末
残高（見込）



３．事業計画及び資金計画 

事業計画 （単位：億円）

330 290 40

(内訳)
330 290 40

令和７年度
要   求   額

令和６年度
計   画   額

増　減

事業計画の合計額

支援企業に対する出資金等

区　　分

 

 

資金計画 （単位：億円）

330 290 40

100 90 10

財政融資 － － －

産業投資 100 90 10

政府保証 － － －

230 200 30

政府保証（５年未満） 270 340 △70

借入金等償還 △170 △170 －

その他 130 30 100

自己資金等

区　　分
令和７年度
要   求   額

令和６年度
計   画   額

増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額

(財源)
財政投融資

 

  



財政投融資を要求するに当たっての基本的考え方 

 （機関名：株式会社海外需要開拓支援機構） 

 
＜政策的必要性＞ 

１．政策目的の実現に必要な範囲内で、金融・資本市場に関与するに際し、官民の適

切な役割分担がなされているか。 
 

本機構は、民間主導で投資案件の目利きを行い、民間の投資を促す「呼び水」とな 

る資金供給を行うこととしており、民間の投資マーケットが十分に形成されていない

状況で公的資金を呼び水とした「民間資金の誘発効果」としての役割を担っている。 
 
＜民業補完性＞ 

２．「民間にできることは民間に委ねる」という民業補完性を確保する観点から、対

象事業の重点化や効率化をどのように図っているか。 
 
対象事業は、株式会社海外需要開拓支援機構支援基準（以下、「支援基準」）にて、

本機構と協調して、民間事業者等から出資等の資金供給が行われることとしている。

また、民業補完に徹することを踏まえ、本機構からの出資は民間事業者との協調出資

を原則とし、民業補完の観点から適切な出資比率としている。 
 

[参考] 株式会社海外需要開拓支援機構支援基準 

１．支援の対象となる対象事業活動が満たすべき基準 

（２）収益性等の確保 

②民間事業者等からの資金供給 

 機構と協調して、民間事業者等から出資等の資金供給が行われること。 
 

２．対象事業活動支援全般について機構が努めるべき事項 

（３）民業補完 

①民間の事業活動の後押しをする視点を踏まえ、民業補完に徹すること。 

②機構は、リスクが高く民間のみでは十分な実施が困難な事業に対し、率先し

てリスクを取って資金供給を行うこと。（他方、民間事業者等との適切なリス

ク共有にも留意すること。） 

③民間資金・能力の積極的な活用及び民間主体の資本市場の確立を促進するた

め、民間事業者等から出資等の資金供給を出来るだけ多く確保すること。 
 
＜有効性＞ 

３．財政投融資を活用して当該事業を行うことにより、自助努力の促進による事業の

効率的な実施や受益者負担の実現を通じて租税負担の抑制が図られているか。 
 
対象事業に対しては、株式会社海外需要開拓支援機構支援基準に基づき、事業計画を

十分に検討した上で支援（出資等）を行う。支援後は、対象事業のモニタリングやハン

ズオン支援を通じた事業の成長を促した上で、最終的にEXIT（出資した株式の処分等）

する。これにより、事業者の成長努力を通じた政策目的の実現を図る。 
 

[参考] 株式会社海外需要開拓支援機構支援基準 

２．対象事業活動支援全般について機構が努めるべき事項 



（４）民間のノウハウを最大限活用した運用と投資規律の確保 

②保有する対象事業者に係る株式等の適切な処分の時期等を含めた事業計画

等を十分に検討するとともに、投資後にはハンズオン支援を含むフォローア

ップを適切に実施すること。（なお、原則として対象事業活動を行う事業者が

事業を主導すること。） 
 
＜償還確実性又は収益性の確保＞ 

４．財政融資や政府保証による資金調達を予定している場合の償還確実性や、産業投

資による資金調達を予定している場合の収益性は確保されているか。 
 
本機構は民間人材を活用した効率的・効果的な組織運営を基本とし、案件の組成時に

は投資の専門人材が事業面・収益面の検証を行う。その上で、海外需要開拓委員会（株

式会社海外需要開拓支援機構法（平成25年法律第51号）に基づき社外取締役等で構成さ

れる中立的な機関）において、支援基準に定められた「収益性等の確保」についても検

証・評価を行った上で、支援を決定する。 
 

[参考] 株式会社海外需要開拓支援機構支援基準 

１．支援の対象となる対象事業活動が満たすべき基準 

（２）収益性等の確保 

以下の①から③のいずれも満たすこと。 

 ①適切な執行体制の確保 

  公的な資金による支援を受けることに鑑み、対象事業活動を効率的・効果的か

つ確実に実施する経営体制を確保する等、適切な経営責任を果たすことが見込

まれること。 

②民間事業者等からの資金供給 

機構と協調して、民間事業者等から出資等の資金供給が行われること。 

③取得する株式等の処分の蓋然性 

支援決定を行ってから一定期間以内に、機構が保有する対象事業者に係る株

式等の譲渡その他の方法による資金回収が可能となる蓋然性が高いこと。 
 
＜財投計画の運用状況等の反映＞ 

５．財投編成におけるＰＤＣＡサイクルを強化する観点から、財投計画の運用状況を

財政投融資の要求内容にどのように反映しているか。 
 
令和 7年度においては、既存案件への追加投資に加え、累積損失の解消に向けて政策

性・収益性の面で質の高い新規案件への投資を進めていく方針としているところ、これ

までの支援決定実績や組織改革の進捗を踏まえつつ、必要な要求額としている。 
 

（参考：過去 3 カ年の財政投融資の運用残額） 

 3年度 4年度 5年度 

運用残額 0 億円 0 億円 0 億円 

運用残率 0 ％ 0 ％ 0 ％ 

（注）「運用残率」は、改定後現額（改定後計画＋前年度繰越）に対する運用残額の割合。 

 
＜その他＞ 

６．上記以外の特記事項 
 
特になし。 

 



産 業 投 資 に つ い て 

 （機関名：株式会社海外需要開拓支援機構） 

 

１．産投事業の内容 

 

（１）具体的な事業内容 

 

下記の事業を中心に、出資を主とした各種支援を実施。 

○プラットフォーム整備型事業 

  日本の魅力ある商品・サービスが、ブランドを創出し市場での地位を獲得する

ための販売プラットフォームを構築。 

  例えば、小売の店舗展開を通じて行う衣食住関連商品等の展開、現地の動画配

信サービス等を通じて行うコンテンツの配信事業等。 

 

○サプライチェーン整備型事業 

  川上から川下までの周辺産業が連携し、海外マーケットに日本の高品質な製品

・サービスの提供を継続して行い、現地市場での競争力を保ち続けるための流通

の幹を構築する。 

  例えば、海外現地のディストリビューターに出資を行い、その流通ネットワー

クを活用して日本の衣食住関連商品等の海外展開を推進する事業。 

 

○地域企業等支援型事業 

  上記の事業とのタイアップや地域企業への投資等を通じて、地域の魅力を世界

へ展開する。 

  これにより地域のものづくりを支え、地域の中堅・中小企業等の活躍の場を創

り、中長期的なクールジャパンの基盤を維持・確立する。 

 

（２）必要とする金額の考え方 

 

令和 7年度においては、既存案件への追加投資に加え、累積損失の解消に向けて政

策性・収益性の面で質の高い新規案件への投資を進めていく方針としているところ、

これまでの支援決定実績や組織改革の進捗を踏まえつつ、 必要な要求額としている。 

 

（３）見込まれる収益 

 

本機構は民間人材を活用した効率的・効果的な運営を基本とし、案件組成にあた

っては、専門人材が経済的・技術的な観点から慎重に評価する。加えて、出資の意

思決定にあたっては、海外需要開拓委員会（株式会社海外需要開拓支援機構法（平

成25年法律第51号）に基づき社外取締役等で構成される中立的な機関）により支援

基準に定められた「収益性」及び「波及効果」等の観点から出資対象事業を公正か

つ適切に評価し、十分なデューデリジェンスを通じた出資案件の詳細分析も踏ま

え、一定の収益性を見込んだうえで決定する。 

 

[参考] 株式会社海外需要開拓支援機構支援基準 

１．支援の対象となる対象事業活動が満たすべき基準 



（２）収益性等の確保 

以下の①から③のいずれも満たすこと。 

 ①適切な執行体制の確保 

  公的な資金による支援を受けることに鑑み、対象事業活動を効率的・効果的か

つ確実に実施する経営体制を確保する等、適切な経営責任を果たすことが見込

まれること。 

②民間事業者等からの資金供給 

機構と協調して、民間事業者等から出資等の資金供給が行われること。 

   ③取得する株式等の処分の蓋然性 

支援決定を行ってから一定期間以内に、機構が保有する対象事業者に係る株

式等の譲渡その他の方法による資金回収が可能となる蓋然性が高いこと。 

 

（３）波及効果 

国内産業に裨益し、我が国経済に対して新たな付加価値をもたらすとともに、

例えば次のような要素を一つ又は複数有する事業であること。 

①様々な企業・業種との連携 

 海外における消費者に魅力ある商品又は役務を効果的に販売又は提供する

ため、単独の企業の事業展開ではなく、様々な企業・業種を超えた連携等があ

ること。 

②発信力 

日本の魅力の発信により、事業を実施する国等の消費者の消費行動に相当程

度の影響を与える可能性を有するもの又は、事業を実施する国等に留まらず

当該国等を超えた市場への影響力を有するものであること。 

③市場開拓の先駆け 

未開拓の市場への進出、市場シェアの相当程度の拡大、地域の潜在力ある商

品等の事業展開その他の海外における消費者の需要の開拓の先駆けとなるも

のであること。 

④共同基盤 

 中堅・中小企業や若手クリエイターの個人事業者等が海外への事業展開を目

指す場合に、その足がかりとして必要となる共同基盤を提供するものである

こと。 

 

（４）民間資金の動員の蓋然性 

 

本機構においては、国からの産投出資のみならず、民間出資を適切に確保する。

クールジャパン分野への民間投資を促す「呼び水」として、出資等の資金供給を行

うこととしており、各案件への資金供給に際しては、民業補完に徹することを踏ま

え、本機構からの出資は民間事業者との協調出資を原則としている。 

令和6年3月時点において、投資決定実績1,458億円に対し、民間からの協調投融資

額は2,960億円と2倍以上の民間資金を誘発している。 

 

２．リスク管理体制 

 

①  投資決定については、個別の投資案件毎に民間人の社外取締役等により

構成される海外需要開拓委員会が、中立的な観点から支援決定を判断する。

また、政策的意義、収益性確保、波及効果の三つの基準に照らし投資判断を

行う。回収見込額については、投資決定の際に海外需要開拓委員会におい

て確認される。 



② 支援基準において、本機構の目的の範囲内における投資の中で、適切な分散投

資を行うことを規定しており、特定の事業に投資が集中し過度なリスクを招かない

こととしている。 

③ 投資案件の進捗管理については、支援中の全案件について、月次や四半期ごと

に、投資先企業から事業状況の説明や財務情報の提供を受けている。また、社外取

締役の派遣等によりリアルタイムでの状況把握を行っており、これらの情報を基に

、月次で、クールジャパン機構においてモニタリング会議を実施し、追加的なハン

ズオン支援等の対応の必要性等を検討している。 

 

  

  



政 府 保 証 に つ い て                 

 （機関名：株式会社海外需要開拓支援機構） 

 

＜５年未満の政府保証について＞ 

１．政府保証の考え方 

 

 （１）政府保証借入金 

 

プラットフォーム整備型事業 、サプライチェーン整備型事業、地域企業等支援型

事業を中心に、出資を主とした各種支援を実施する中で、令和 7 年度に組成される

優良案件があり、産投出資と自己資金では賄えない場合に利用する。 

 

２．必要とする金額の考え方 

 

 （１）政府保証借入金 

 

令和 7 年度の要求における政府保証借入金は 270 億円であり、そのうち借入金償

還額は 170 億円、投資に利用可能な金額は 100 億円となっている。金額の規模とし

ては、令和 7年度においては、既存案件への追加投資に加え、累積損失の解消に向け

て政策性・収益性の面で質の高い新規案件への投資を進めていく方針としていると

ころ、これまでの支援決定実績や組織改革の進捗を踏まえつつ、必要な要求額として

いる。 

 

 

  



成長戦略等に盛り込まれた事項について 

 （機関名：株式会社海外需要開拓支援機構） 

 

「経済財政運営と改革の基本方針2024」、「新しい資本主義のグランドデザイン及

び実行計画2024年改訂版」に盛り込まれた事項に関する要求内容 

 

本機構における令和7年度財政投融資要求は、「経済財政運営と改革の基本方針2024」

や「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 年改訂版」を踏まえ、科学

技術、スタートアップ、ＧＸ・ＤＸ等への投資、日本食輸出、インバウンド推進といっ

た政策目的実現に資する投資を行う。 

 
＜参考１＞経済財政運営と改革の基本方針 2024 

【P18】 

３．投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応  

（４）科学技術の振興・イノベーションの促進  

我が国の経済成長の原動力たる科学技術・イノベーション力を強化し、熾烈な

国際競争を勝ち抜くため、官民が連携して大胆な投資を行うとともに、標準の戦

略的活用を図るなど、研究開発成果の社会実装を加速する。 

【P20】 

４．スタートアップのネットワーク形成や海外との連結性向上による社会課題へ

の対応 

（１）スタートアップの支援・ネットワークの形成 

非上場株式の流通活性化、官民ファンドの出資機能の強化など、レイターステ

ージを含む成長段階に応じて、資金が円滑に供給される環境を整備する。 

 

＜参考２＞新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 年改訂版 

【P16】 

Ⅳ．企業の参入・退出の円滑化を通じた産業の革新 

１．スタートアップ育成５か年計画の実行 

（１）資金供給の強化と出口戦略の多様化 

①官民ファンドを通じた海外有力ベンチャーキャピタルからの投資の呼び込

み 

中小機構や産業革新投資機構等の官民ファンドの投資を呼び水として、海

外ベンチャーキャピタル等からの投資の呼び込みを進めることで、海外ベン

チャーキャピタルと我が国のベンチャーキャピタル・スタートアップとの連

携・ネットワークの強化を図る。 

【P28】 

Ⅴ．投資の推進 

 ２．ＤＸ  

社会課題解決、産業発展を加速させるべく、官民による集中的な投資によって、

デジタル基盤の社会実装を進める。 

５．健康・医療 

②ヘルスケアへの投資拡大 

実用化に向けた研究開発段階や、量産化段階における支援の強化に向け、国

内ベンチャーキャピタルマーケットの育成、海外ベンチャーキャピタルとスタ



ートアップとのネットワーク形成の促進等を行う。 

【P50】 

Ⅵ．ＧＸ・エネルギー・食料安全保障 

２．食料安全保障 

（３）農林水産物・食品の輸出拡大  

 人口減少に伴い国内市場が縮小する一方、海外市場が拡大する中で、国内の

農業生産基盤を維持し、地方の稼ぎの柱とするために、輸出の促進を図る。農

林水産物・食品の輸出について、フラッグシップ輸出産地の形成支援に加え、

現地できめ細かなサポートを行う輸出支援プラットフォームや、品目別の輸出

促進団体の拡大等、サプライチェーンの関係者が一体となった戦略的な輸出の

体制の整備・強化を行う。 

【P61】 

Ⅸ．経済社会の多極化 

２．海外ビジネス投資の促進  

経済外交戦略と企業ニーズを連動させ、スタートアップを含む日本企業の海外

展開を効果的にサポートするための「経済外交強化のための共創プラットフォー

ム」を構築する。その中で、在外公館に新設する経済広域担当官も活用し、第三

国市場を視野に入れた日本企業と現地企業との連携促進、日本の、特にスタート

アップや中小企業が優位性を持つ技術の海外展開支援、政府による日本企業支援

メニューの効果的連携強化等を通じて、日本企業の海外ビジネス投資や日本産食

品（水産品や酒類を含む）の輸出促進を全面的にサポートする。 

３．日本の魅力をいかしたインバウンドの促進 

観光立国推進基本計画に基づき、持続可能な観光地域づくり、インバウンド

回復、国内交流拡大に向けた施策を推進し、2030 年訪日外国人旅行者数 6,000 

万人、消費額 15 兆円という目標の達成を目指すとともに、観光客の受入れ増

加に伴う混雑・マナー違反等の未然防止・抑制等に取り組む。 

文化・芸術については、IV．３．（２）の「海外展開及び世界に通用するコ

ンテンツの制作・流通の促進」に記載のとおり、国際的なアートフェアの誘致

の本格化に加え、文化財の強靱化や官民連携による高付加価値化の方策につい

て検討を進め、本年度中に結論を得る。 

 

 

  



財政投融資の要求に伴う政策評価 

 （機関名：株式会社海外需要開拓支援機構） 

 

１．各府省庁の政策評価の結果 

 

平成 26 年度以降、株式会社海外需要開拓支援機構によるリスクマネーの供給を通じ

て、民間事業者のみでは困難な海外需要獲得の基盤となる拠点・流通網の整備をはじ

め、投資先企業へのビジネスマッチング支援、民間金融機関等からの協調出資の誘発等

を着実に進めている。例えば、令和 5年度までに、株式会社海外需要開拓支援機構の投

資先企業 54 社を通じて他の民間事業者等 6,248 社の海外需要獲得等にもつながるな

ど、一定の成果を挙げている。 

また、官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議決定のガイドラインに基づき各

ファンドが設定したＫＰＩの一つである「海外需要開拓支援機構の投資によって、海外

展開等を行った企業数」を測定指標として採用。この指標については目標を達成してい

る。 

 
２．政策評価結果の要求への反映状況 

  
 令和 7年度も引き続き、リスクマネーの供給を通じて、民間事業者のみでは困難な海

外需要獲得の基盤となる拠点・流通網の整備をはじめ、投資先企業へのビジネスマッチ

ング支援、民間金融機関等からの協調出資の誘発等を着実に進め、官民ファンドの活用

推進に関する関係閣僚会議決定のガイドラインに基づき設定したＫＰＩを達成すべく、

新たな投資決定や、既に投資決定を行った案件の事業支援を行っていく。 

 

 

  



５ 年 度 決 算 に 対 す る 評 価 

 （機関名：株式会社海外需要開拓支援機構） 

 

１．決算についての総合的な評価 

 

令和 5年度決算は、売上高は、営業投資有価証券の売却収入を主な要因として、前期

の 24 億円から 35 億円に増加。売上原価は、営業投資有価証券の売却原価を主な要因と

して、前期の 47 億円から 53 億円に増加した。これに販売費及び一般管理費 21 億円を

加えた経常損失は 39 億円、更に法人税、住民税及び事業税を加えた当期純損失は 42 億

円となった。 

なお、当期の支援決定は計 6件、106 億円、投資実行額は 82 億円となった。 

 

２．決算の状況 

 

（１）資産・負債・資本の状況 

 

資産合計   100,192百万円 

   負債合計    2,357百万円 

純資産合計   97,835百万円 

 

（２）費用・収益の状況 

 

   収益：売上高          3,480百万円 

      営業外収益          1百万円 

費用：売上原価         5,300百万円 

      販売費及び一般管理費   2,096百万円 

      営業外費用          28百万円 

      法人税等合計        240百万円 

   当期純損失：          4,183百万円 

 

※単位未満の端数は切り捨て表示 

 

 

 


